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熊本県天草家畜保健衛生所

謹賀新年
新年あけましておめでとうございます。昨年は当所の事業等

に御理解と御協力いただき、大変ありがとうございました。

本年も職員一同、家畜防疫並びに衛生対策に取り組んでいく
所存ですので、関係者皆様の御協力をお願いいたします。

高病原性鳥インフルエンザが続発しています!
海外における高病原性鳥インフルエンザについては、欧米では季節を問わず

継続的に発生が確認されるなど、世界各地で発生が認められています。
国内における高病原性鳥インフルエンザについては、例年より早い９月から

野鳥で本病ウイルスの保有が確認され、家きん農場においてもこれまでで最も
早い１０月２８日に発生が確認されて以降、すでに２３道県５４件の発生が確
認されています（R５年１月５日現在）。過去最多であった令和２年（１８県
５２事例）の件数を超え、続発している状況です。
今シーズンは全国的に環境中のウイルス濃度が非常に高まっていると考えら

れることから、引き続き、発生防止について一層の警戒が必要です。

農林水産省HPより引用 R５.1.５時点 【４０～５４事例について】

九州発生事例：６県２０件



家畜の異常を発見された場合はご連絡ください。
天草家畜保健衛生所 電話番号０９６９－２２－３６６８

通報

毎月20日は「くまもと家畜防疫の日」

近隣諸国における海外悪性伝染病発生状況

定期報告について定期報告について
家畜の飼養者は毎年、２月１日時点での家畜の飼養状況について報告するこ

とが義務づけられています。各農場におかれましては、既に様式が届いている
頃だと思いますので、書類の確認と期日までの提出をお願いします。また、市
町関係者の皆様におかれましては、当所への送付締め切りが２月１７日になり
ますので、御協力をよろしくお願いします。
また、小規模飼養者(※)についても同様に２月１日時点での飼養頭羽数の報

告義務がありますので、こちらも併せて提出をお願いします。様式については
家畜保健衛生所または各市町へお尋ね下さい。

※小規模飼養者：以下の条件に該当する家畜飼養者

水牛・馬:１頭まで 豚・いのしし・めん羊・山羊・鹿:１～5頭まで
鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥:１～99羽まで
ダチョウ:１～9羽まで

【消石灰散布について】
鶏飼養農家に対して、令和４年１１月５日から令和５年１月３１日まで知事によ
る消毒命令が出ています。確実な消石灰散布の実施・確認をお願いします。

１ 散布場所
農場外縁部２m以上、鶏舎周囲２m以上

２ 散布量
1.0kg／m2 ～（１袋で20m2程度散布）

（消石灰散布のイメージ図）

＊地面の表面がムラなく白くなるように、ほうき等で
均一に広げてください。

＊消石灰は強アルカリ性です。消石灰の散布時は、
直接、皮膚・口・呼吸器等に付着しないようマスク、
ゴーグル、ゴム手袋等を着用することをお勧めします。

病名 型 発生地（国） 畜種 発生年月日

肉用アヒル（13件） 令和4年12月1日～令和4年12月31日

種アヒル（4件） 令和4年12月3日～令和4年12月18日

肉用鶏 令和4年12月10日

採卵鶏（13件） 令和4年12月3日～令和5年1月2日

地鶏 令和4年12月29日

台湾 家きん（17件） 令和4年11月～令和4年12月

H5N2 台湾 家きん（9件） 令和4年8月～令和4年12月

豚（5件） 令和4年9月18日～令和4年11月9日

野生いのしし（73件） 令和4年9月～令和4年12月

　令和5年(2023年)1月4日現在

アフリカ豚熱 韓国

韓国
H5N1高病原性

鳥インフルエンザ
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